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 本院は、第 87 回国会において北方領土におけるソ連の軍事的措置の速やかな撤回と

北方領土問題の早期解決を求める決議を行ったが、事態は一向に改善を見ないばかりで

なく、ソ連は、日本国民の総意を無視して、わが国固有の領土たる国後、択捉両島にお

ける軍備強化を続け、更に色丹島にも新たな軍事力を配備した。  

 

 ソ連のかかる行動は、日ソ両国の平和友好関係の促進にとって誠に遺憾なことである。  

 

 よって政府は、北方領土問題の平和的解決の精神に逆行するこのようなソ連の軍事的

措置が速やかに撤回されるよう重ねてソ連政府に対し要求するとともに、北方領土問題

の早期解決を図り、平和条約を締結して、日ソ間の安定的平和友好関係を確立するよう

特段の努力をすべきである。  

 

 右決議する。 


